
全国段ボール工業組合連合会における
自主行動計画フォローアップ調査について

令和８年２月4日

全国段ボール工業組合連合会（全段連）



１．令和７年度フォローアップ調査結果（概要）

・調査期間：令和７年10月27日～11月7日

・調査企業：全段連の会員企業（段ボール工業組合）の

組合員企業１２９社を対象

・回答企業：95社（前年度：80社）

・回答率：73.6％（前年度：62.5％）
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ①価格決定方法（3/4）

【分析結果・今後の課題】

・「⑤取引価格の引き上げを求められた場合に協議のテーブルにつく」、「⑦定期的なコミュニケーションをとる」では、 「全て対応」、
「概ね出来ている 」 が84％～93％で概ね対応できているが、少数ながら「一部対応」、「あまり対応できず」、「未対応」がある。

・「②定期的に協議の場を設けている」、「⑧価格交渉の記録を作成、双方で保管」は、「全て対応」、「概ね出来ている 」が

50％～61％に留まっており、改善を促す必要がある。
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設問6-②．仕入先（発注先）と定期的に労務費の価格転嫁に
ついて協議の場を設けている

【設問と回答】
設問6．貴社とBtoB取引のある中小企業との取引を念頭にお答えください。直近１年間の各仕入先（発注先）との取引について、「労務費の適

 切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に記載される各項目をどの程度遵守出来ているかをお答えください。【各項目単一回答】
N＝９５社

設問6-⑧．価格交渉の記録を作成し、貴社と仕入先（発注先）の双方で保管する設問6-⑦．定期的に仕入先（発注先）とコミュニケーションをとる

設問6-⑤．仕入先（発注先）から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求めら
れた場合、協議のテーブルにつく
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ①価格決定方法
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【課題を踏まえた今後のアクション】

・段ボールセミナー（毎年開催）を活用し、FU調査結果の報告、法令の周知を行う。

・全段連理事会でFU調査結果を報告し、経営者層に現状認識、法令遵守の徹底を図
る。

・地区段工の理事会でFU調査結果を報告し、全段連理事会メンバー以外の全ての経
営者層に現状認識、法令遵守の徹底を図る。

・全段連名で組合員企業向けの周知文書を発行し、担当者レベルでの現状認識、法令
遵守を図る。

・全段連の会員用ホームページに調査結果を掲載し、現状認識を促す。

・地区段工の理事長発信文書（年頭所感など）に取適法遵守の文言を入れる。

・定期的に法令に関するアンケートを実施し、結果とともに問題点を周知して改善

を促す。







２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ②減額要請
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【課題を踏まえた今後のアクション】

・段ボールセミナー（毎年開催）を活用し、FU調査結果の報告、法令の周知を行う。

・全段連理事会でFU調査結果を報告し、経営者層に現状認識、法令遵守の徹底を図
る。

・地区段工の理事会でFU調査結果を報告し、全段連理事会メンバー以外の全ての経
営者層に現状認識、法令遵守の徹底を図る。

・全段連名で組合員企業向けの周知文書を発行し、担当者レベルでの現状認識、法令
遵守を図る。

・全段連の会員用ホームページに調査結果を掲載し、現状認識を促す。

・地区段工の理事長発信文書（年頭所感など）に取適法遵守の文言を入れる。

・定期的に法令に関するアンケートを実施し、結果とともに問題点を周知して改善

を促す。









２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ③支払い条件
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【課題を踏まえた今後のアクション】

・段ボールセミナー（毎年開催）を活用し、FU調査結果の報告、法令の周知を行う。

・全段連理事会でFU調査結果を報告し、経営者層に現状認識、法令遵守の徹底を図
る。

・地区段工の理事会でFU調査結果を報告し、全段連理事会メンバー以外の全ての経
営者層に現状認識、法令遵守の徹底を図る。

・全段連名で組合員企業向けの周知文書を発行し、担当者レベルでの現状認識、法令
遵守を図る。

・全段連の会員用ホームページに調査結果を掲載し、現状認識を促す。

・地区段工の理事長発信文書（年頭所感など）に取適法遵守の文言を入れる。

・定期的に法令に関するアンケートを実施し、結果とともに問題点を周知して改善

を促す。





２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ④知財取引
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【課題を踏まえた今後のアクション】

・段ボールセミナー（毎年開催）を活用し、FU調査結果の報告、法令の周知を行う。

・全段連理事会でFU調査結果を報告し、経営者層に現状認識、法令遵守の徹底を図
る。

・地区段工の理事会でFU調査結果を報告し、全段連理事会メンバー以外の全ての経
営者層に現状認識、法令遵守の徹底を図る。

・全段連名で組合員企業向けの周知文書を発行し、担当者レベルでの現状認識、法令
遵守を図る。

・全段連の会員用ホームページに調査結果を掲載し、現状認識を促す。

・地区段工の理事長発信文書（年頭所感など）に取適法遵守の文言を入れる。

・定期的に法令に関するアンケートを実施し、結果とともに問題点を周知して改善

を促す。







２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ⑤働き方改革
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【課題を踏まえた今後のアクション】

・段ボールセミナー（毎年開催）を活用し、FU調査結果の報告、法令の周知を行う。

・全段連理事会でFU調査結果を報告し、経営者層に現状認識、法令遵守の徹底を図
る。

・地区段工の理事会でFU調査結果を報告し、全段連理事会メンバー以外の全ての経
営者層に現状認識、法令遵守の徹底を図る。

・全段連名で組合員企業向けの周知文書を発行し、担当者レベルでの現状認識、法令
遵守を図る。

・全段連の会員用ホームページに調査結果を掲載し、現状認識を促す。

・地区段工の理事長発信文書（年頭所感など）に取適法遵守の文言を入れる。

・定期的に法令に関するアンケートを実施し、結果とともに問題点を周知して改善

を促す。







２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析

重点課題に対する取組 ⑥型取引（発注側・受注側）（3/3）

【分析結果・今後の課題】

・「量産終了後の型の保管費用の支払い」については、発注側も受注側も「あまり実施されなかった」「実施されなかった」の合計が半
数近くを占めた。振興基準に記載されていること、及び取適法違反になる恐れががあることを啓発していく必要がある。

・「不要な型の廃棄費用の支払い」については、発注側と受注側で差異が見られた。発注側としては、半数以上（69％）で支払ったが、
受注側では、31％と少数に留まった。
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設問25～28．設問23で「5: 型取引はない」”以外”を回答した方にお伺いします。直近1年間の仕入先（発注先）に対する、型管理における適正化や改善への取組の
実施状況をお答えください。【各項目単一回答】 N=95社

設問28．④不要な型の廃棄費用の支払い

設問27．③量産終了後の型の保管費用の支払い
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ⑥型取引
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【課題を踏まえた今後のアクション】

・段ボールセミナー（毎年開催）を活用し、FU調査結果の報告、法令の周知を行う。

・全段連理事会でFU調査結果を報告し、経営者層に現状認識、法令遵守の徹底を図
る。

・地区段工の理事会でFU調査結果を報告し、全段連理事会メンバー以外の全ての経
営者層に現状認識、法令遵守の徹底を図る。

・全段連名で組合員企業向けの周知文書を発行し、担当者レベルでの現状認識、法令
遵守を図る。

・全段連の会員用ホームページに調査結果を掲載し、現状認識を促す。

・地区段工の理事長発信文書（年頭所感など）に取適法遵守の文言を入れる。

・定期的に法令に関するアンケート、型取引に関するアンケートを実施し、結果と

ともに問題点を周知して改善を促す。



【取組状況】

・組合員企業数 ：129社

・宣言企業数   ：  66社

・組合員企業に占める宣言企業の割合：51.2％

【今後の取組】

今後、宣言企業数を増加させていくために宣言企業数の管理をして、各段ボール

工業組合の理事会での働きかけを行う。

３．取引適正化に向けた今後の取組

パートナーシップ構築宣言変取組状況
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◆ 理事会において、フォローアップ調査結果の中政審での発表内容を検討し決定 （令和6年12月）

◆ 中小企業政策審議会 第19回取引問題小委員会内容報告及び資料の配布 （令和7年3月）

◆ 価格交渉促進月間実施の周知説明および資料配付 （令和7年3月、9月）

◆ 下請法（取適法）の改正概要の説明および資料配付 （令和7年10月）

◆ 自主行動計画の改定と徹底依頼の概要説明および資料配布 （令和7年12月）

◆ パートナーシップ構築宣言企業数を共有し、取組みを推進
◆ パートナーシップ構築宣言ひな型変更説明および、変更ひな型の周知

（令和8年1月）
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３．取引適正化に向けた取組（普及活動等）



◼ パートナーシップ構築宣言の実施促進 （随時継続）

⚫ 各段ボール工業組合の理事会を通じて、未だ宣言を行っていない企業に宣言を促す

◼ 価格交渉促進月間の周知 （2月末、8月末）

⚫ 3月と9月の価格交渉促進月間に実施されるフォローアップ調査結果を基に段ボール業

界と他業界との現在地を把握し、啓発活動を図る。

◼ 自主行動計画フォローアップ調査結果の周知と徹底への取組 （令和8年4月）

⚫ 今回の調査において、下請振興法の振興基準や自主行動計画で定める内容について

（社内に）徹底できていない企業があったことから、再度内容の周知を図る。

【今後の取組】
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３．取引適正化に向けた今後の取組

（その他）
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